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・ （２）の（ア）から（ケ）までに掲げる事項のうち、報告をしようとする時点において把握

している事項を報告 

(二) 確報の報告  

・ 報告を要する事態を知った日から起算して 30日以内（当該事態が不正の目的をもって行わ

れたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等に対する行為による犯罪事実

確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報漏えい等である場合にあっては、60 日以内）に報告 

・ （２）の（ア）から（ケ）までに掲げる事項のうち、当該事態に関する報告が必要なものを

報告 

(三) 報告の方法 

・ 原則として、特定の報告フォームを通じて報告 

 

※ 「直ちに報告」とは、「事業者が当該事態を知った日から起算して３～５日以内（重大性が

特に高い事案等については、可能な限り早く報告することが望ましい）」とする。この「重大

性が特に高い事案」とは、次のような場合を指す。ただし、漏えい等した情報だけでは特定の

個人を識別できない状態での犯罪事実確認記録等の漏えい、情報の滅失・毀損などはこれに

該当しない。 

・ 特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい（口頭によるものを含む。） 

・ 多数の犯罪事実確認記録等の漏えい（記録等の数が 100人以上など） 

 

図表 98 （犯罪事実確認記録等の漏えい等の重大事態が生じた際の事務フローイメージ） 

 
 

（４）個人情報保護法に基づく報告との関係 

① 個人情報保護法における対応 

○ 個人情報保護法第 26条第１項においては、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ

の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を

害するおそれが大きいものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告

しなければならないこととされている。 
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（※１）例えば次のような情報は、個人情報保護法に基づく漏えい等の際の報告対象でもある。

・ 特定性犯罪事実があることに関する情報を含む個人データ／保有個人情報

・ 不正の目的をもって行われたおそれがある行為により漏えい等が生じた場合の個人

データ／保有個人情報

・ 特定性犯罪事実があることに関する情報を含まない場合であっても、千人を超える情

報を含む個人データ／百人を超える情報を含む保有個人情報

（※２）本人通知については、個人情報保護法に基づくもの。個人情報保護法における漏えい
等報告の対象外の事項についても、その内容に応じて本人に通知することが望ましい。

（※３）「重大性が特に高い事案」とは、次のような場合を指す。
・ 特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい（口頭によるものを含む。）
・ 多数の犯罪事実確認記録等の漏えい（記録等の数が100人以上など）
※ ただし、本人情報が紐付けられない状態での犯罪事実確認記録等の漏えい、情報の
滅失・毀損などはこれに該当しない。

（※４）こども家庭庁への報告事案のうち、公表することにより類似事案の再発防止に資する
と考えられるものについては、事案の関係者が特定されないよう配慮した上で公表する。

（※５）当該事態が不正の目的をもって行われたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は
認定事業者等に対する行為による犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報漏え
い等である場合にあっては、６０日以内。

速報

報告時点で
把握している事項を

報告

事態を知った日から
３～５日以内

（重大性が特に高い事案
※３

は可能な限り早く報告）

事案の軽重に応じて
速やかに対応

事態を知った日から
30日以内
（※５）

事業者 こども家庭庁

被害拡大防止、原因究明、
影響範囲特定、再発防止、本人への報告※２ 等

確報

府令に規定する
必要事項を報告

所轄庁との
情報の共有

• 報告徴収・立入
検査の実施情報

• 法令違反、命令、
処分の情報 等

（必要に応じ）
報告徴収・
立入検査等の

実施

（必要に応じ）
是正命令
・公表※４

（必要に応じ）
対応等の
助言等

【報告事項】
①概要、②漏えい等した内容、③漏えい等が発生した又は発生したおそれの
ある犯罪事実確認記録等の本人の数、④原因、⑤二次被害又はそのおそれの
有無及びその内容、⑥本人への対応の実施状況、⑦公表の実施状況、⑧再発
防止のための措置、⑨その他の参考となる事項

報告内容
の確認


